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諮問庁：広島県知事（障害者支援課） 

                       諮問日：令和４年９月１日 

（令和４年度諮問第８号） 

答申日：令和５年12月18日 

                        （令和５年度答申第８号） 

 

答申内容 

 

第１ 広島県行政不服審査会（以下「審査会」という。）の結論 

令和３年11月５日付けで審査請求人（以下「審査請求人」という。）から提起のあ

った、Ａ市長（以下「処分庁」という。）が審査請求人に対して行った、特別児童扶

養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号。以下「法」という。）第５条第

１項の規定による特別児童扶養手当有期再認定請求却下処分（以下「本件処分」とい

う。）に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）は棄却すべきであるとする

審査庁（広島県知事）の判断は、妥当である。 

第２ 審査関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張の要旨 

令和４年８月17日付け３審理第195号で審査庁に提出された審理員意見書（以下

「審理員意見書」という。）３⑴に記載のとおりである。 

 ２ 審査庁の主張の要旨 

令和４年９月１日付け諮問説明書 

 ⑴ 審査庁の考え 

本件審査請求を棄却すべきと考える。 

⑵ 考え方の理由 

   ア 認定事実 

審理員意見書４に記載のとおりである。 

イ 判断 

審理員意見書６⑵に記載のとおりである。 

ウ 結論 

前記ア及びイのとおりであるので、審査請求人の本件審査請求には理由がなく、

棄却されるべきと考える。 

第３ 審理員意見書の要旨 

１ 本件処分が違法又は不当であるか否かについて 

 ⑴ 本件処分は、処分庁が、審査請求人の子（以下「本件児童」という。）の障害の

程度が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号。以



 

 

下「政令」という。）別表第３の障害等級には該当しないと認定したことにより行わ

れたものであるため、処分庁が行った障害等級の判定について検討すると、次のとお

りである。 

  ア 特別児童扶養手当障害程度認定基準（「特別児童扶養手当等の支給に関する法

律施行令別表第３における障害の認定要領」（「特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律施行令別表第３における障害の認定について」（昭和50年９月５日児発第

576号厚生省児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。）によるもの。以下

「認定要領」という。）別添１。以下「認定基準」という。）第７節２Ｅ⑵によ

ると、「〇〇とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定

の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。」とされており、また、

認定基準第７節２Ｄ⑶においても「〇〇とその他認定の対象となる精神疾患が併

存しているときは、併合認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定

する。」とされていることから、特別児童扶養手当の認定請求の対象となる児童に

〇〇及び〇〇が併存している場合は、認定基準第７節２Ｄ及びＥに基づき、当該

児童の精神障害の状態を総合的に判断することとなる。 

    令和３年３月29日付け特別児童扶養手当認定診断書（知的障害・精神の障害用）

（以下「本件診断書」という。）によると、本件児童には〇〇があり、合併症とし

て〇〇が併存しているとされているため、処分庁は、本件診断書の記載内容に基

づき、認定基準第７節２Ｄ及びＥにより障害の程度を判断したことが認められる。 

 イ 認定基準第７節２Ｅに基づく本件児童の〇〇の程度に係る判定については、次

のとおりである。 

   本件診断書の「⑧発達障害関連症状」の欄の記載によると、本件児童は、

「相互的な社会関係の質的障害」、「言語コミュニケーションの障害」及び「限

定した常同的で反復的な関心と行動」の程度はいずれも「中度」とされており、

具体的な症状として「こだわりが強く、弟や妹に一方的にちょっかいを出す。

言葉のやり取りの相互性は乏しい。予定変更に弱く、思いどおりにいかない

と暴言が出る。」とされている。 

   本件診断書の「⑪問題行動及び習癖」の欄の記載によると、「１興奮」及

び「10器物破壊」が該当するとされており、具体的な症状として、「意にそぐ

わないことがあると学校でも家庭でも興奮して大声を出すことがある。物を投

げたりすることも稀にみられる。」とされている。 

   一方で、本件診断書の「⑬日常生活能力の程度」の欄の記載によると、「食

事」、「洗面」、「排泄」、「衣類」及び「入浴」については「自立」とされて

おり、また、「危険物」については「大体わかる」、「睡眠」については「問題

なし」とされており、「介助の必要性とその程度について、具体的に」の記載

によると、「ＡＤＬ（審査会注：activities of daily livingの略で、日常生



 

 

活動作を指す。）はほぼ自立しているが、入浴に関しては洗髪のみ介助が必要

なことがある（きれいに洗えていない）」とされている。 

    このことからすると、本件児童の日常生活能力の程度は、一部介助を要する

場面も見られるものの、おおむね自立しており、日常生活に対する援助の度合

いは低いと認められる。 

   また、本件診断書の「⑭要注意度」の欄の記載によると、「３ 随時一応の

注意が必要」とされており、具体的な状態として「日常生活は自分でできるこ

とも多いが、きょうだいとの関係や予定変更に対する反応など家族が配慮すべ

き場面は多々ある。」とされている。 

   以上のことからすると、本件児童には、社会性やコミュニケーション能力が

乏しく、また、不適応な行動が見られることが認められる（このことは、処分

庁も認めている。）ものの、本件児童の〇〇の程度が「日常生活が著しい制限

を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」である

とまでは認められない。 

ウ 認定基準第７節２Ｄに基づき、本件児童の〇〇の程度について検討すると、次

のとおりである。 

  本件診断書の「⑦知能障害等」の欄の記載によると、本件児童の〇〇の程度

は、「軽度」とされている。また、本件児童は、療育手帳Ｂを所持しているが、

Ａ市療育手帳判定要領第３によると、Ａ市において療育手帳Ｂを所持している

場合の〇〇の程度は、「軽度」とされている。 

  本件診断書の「⑧発達障害関連症状」の欄の記載によると、本件児童の言語

コミュニケーションの障害は「中度」とされており、また、「言葉のやり取り

の相互性は乏しい。」との記載があることからすると、本件児童は、「会話によ

る意思の疎通が簡単なものに限られる」には該当することが認められる。 

  本件診断書の「⑬日常生活能力の程度」の欄の記載によると、前記イ のと

おり、本件児童の日常生活能力の程度は、一部介助を要する場面も見られるも

のの、おおむね自立しており、「食事や身のまわりのことなどの基本的な行為

を行う」ための援助の度合いは低いと認められる。 

  また、本件診断書に記載された本件児童のＩＱは、「〇」（平成28年４月１

日判定）とされているが、処分庁がＡ市児童相談所から提供を受けたＩＱ判定

結果（令和３年１月19日にＡ市児童相談所が実施したテストに基づくもの）によ

ると、本件児童の最新のＩＱは、「〇」とされており、これは、認定基準第７

節２Ｄ⑵のなお書きによる障害等級１級及び２級の例示には該当しない。 

  以上のことからすると、本件児童は、会話による意思の疎通が簡単なものに

限られることが認められるものの、本件児童の〇〇の程度が「日常生活が著し

い制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」



 

 

であるとまでは認められない。 

エ 審査請求人は、本件児童は思い込みが激しく、不安や恐怖に対する過剰反応が

あり、また、日常生活において援助を要する場面が多々あると主張している。 

  この点については、前記イ 及び 並びにウ のとおり、審査請求人が主張す

るような問題行動等があることは認められるものの、日常生活における援助の程

度については、前記イ 及びウ のとおりであり、本件児童が「日常生活が著し

い制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」で

あるとまでは認められないことは、前記イ 及びウ のとおりである。 

オ したがって、本件児童は、認定基準第７節１の「日常生活が著しい制限を受け

るか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」（障害等

級２級相当）であるとまでは認められないから、本件児童が認定基準第７節の障

害の程度１級及び２級に該当しないとの処分庁の判断は、妥当であったと認めら

れる。 

  ⑵ なお、審査請求人は、本件児童の収入を保障するために、特別児童扶養手当の支

給が必要である旨の主張を述べているが、この主張は、本件児童の障害の程度の判

定に影響を及ぼすものではない。 

  ⑶ 以上を総合すると、本件児童の障害の程度が、政令別表第３に定める障害等級に

該当しないとして行われた本件処分に違法又は不当な点はなく、本件処分は、適正

に行われたものと認められる。 

 ２ 結論 

以上のとおりであるから、本件審査請求には、理由がない。よって、本件審査請求

は、行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下「行審法」という。）第45条第２項

の規定により棄却されるべきである。 

第４ 調査審議の経過 

１ 審査庁から審査会へ諮問（令和４年９月１日） 

 ２ 第１回審議（令和５年11月24日） 

 本件審査請求に係る審議を行った。 

３ 第２回審議（令和５年12月18日） 

答申案を検討し、一部修正後、答申を決議した。 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 法令等の規定 

  ⑴ 法の規定中、第２条第１項は、「この法律において「障害児」とは、20歳未満で

あつて、第５項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。」

と、同条第５項は、「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから１級及び２

級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。」と、第３条第１項は、「国は、障害

児の父若しくは母がその障害児を監護するとき……は、その父若しくは母……に対



 

 

し、特別児童扶養手当（以下この章において「手当」という。）を支給する。」と、

第５条第１項は、「手当の支給要件に該当する者（以下この章において「受給資格

者」という。）は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の

額について、都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１

項の指定都市（以下「指定都市」という。）の区域内に住所を有する受給資格者に

ついては、当該指定都市の長）の認定を受けなければならない。」と規定している。 

  ⑵ 特別児童扶養手当は、法第２条第１項に規定する「障害児」、すなわち、20歳未

満であって、法第２条第５項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあ

る者について支給することとしており、各級の障害の状態は、政令別表第３におい

て定めている。 

    特別児童扶養手当の支給対象となる障害児の障害の程度の認定については、認定

要領２⑷により、申請者から提出された特別児童扶養手当認定診断書等に基づき行

うこととしている。 

    また、認定要領２⑹において、「各傷病についての障害の認定は、別添１「障害

程度認定基準」により行うこと。」としており、精神の障害による障害の程度につ

いては、認定基準第７節「精神の障害」において、「その原因、諸症状、治療及び

その病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日

常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを１級に、日常生活が著しい

制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを

２級に該当するものと認定する」こととしている。 

認定基準第７節２Ｅ⑵によると、「〇〇その他認定の対象となる精神疾患が併存

しているときは、併合認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定す

る。」としており、また、認定基準第７節２Ｄ⑶においても「〇〇とその他認定の

対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定の取扱いは行わず、諸症状を

総合的に判断して認定する。」としていることから、特別児童扶養手当の認定請求

の対象となる児童に〇〇及び〇〇が併存している場合は、認定基準第７節２Ｄ及び

Ｅに基づき、当該児童の精神障害の状態を総合的に判断することとなる。 

    認定基準第７節２Ｄ⑵においては、〇〇における障害の程度の２級に相当すると

認められるものとして「〇〇があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為

を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限ら

れるため、日常生活にあたって援助が必要なもの」と例示しており、認定基準第７

節２Ｅ⑶においては、〇〇における障害の程度の２級に相当すると認められるもの

として「〇〇があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な

行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」と例示して

いる。 

  ⑶ 特別児童扶養手当の支給対象となる障害児の障害の程度の認定については、前記



 

 

⑵のとおり、認定要領２⑷により、申請者から提出された特別児童扶養手当認定診

断書等に基づき行うこととしており、認定要領３⑴により、処分庁は、児童の障害

の状態を審査するために必要な医師を置くこととしている。 

  ⑷ 特別児童扶養手当の支給に関する事務は、地方自治法第２条第９項第１号に規定

する第一号法定受託事務とされている。 

⑸ 局長通知（審査会注：認定要領及び認定基準は、局長通知において示されたもの

であり、局長通知の一部である。）は、地方自治法第245条の９の規定に基づく法定

受託事務に係る処理基準として位置付けており（「地方分権の推進を図るための関

係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う児童扶養手当並びに特別児童扶養手当、

障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当に関する法定受託事務に係る

処理基準について（通知）」（平成13年７月31日雇児発第502号 障発第325号 厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長 社会・援護局障害保健福祉部長通知））、処分庁に

おいては、局長通知を行政手続法（平成５年法律第88号）第５条の審査基準と位置

付け、事務を行っている。 

⑹ 以上の法令等の規定を前提に、本件処分が違法又は不当であるかについて２以下

で検討する。 

 ２ 理由 

  ⑴ 本件処分は、処分庁が、本件児童の障害の程度が、政令別表第３の障害等級には

該当しないと認定したことにより行われたものである。 

⑵ 本件診断書によると、本件児童には〇〇があり、合併症として〇〇が併存してい

るとされていることから、処分庁が前記１⑵のとおり、本件診断書の記載内容に基

づき、本件児童の障害の程度を総合的に判断しているかについて、検討する。 

 ア 認定基準第７節２Ｅに基づく本件児童の〇〇の程度に係る判定については、次

のとおりである。 

   本件診断書の「⑧発達障害関連症状」の欄の記載によると、本件児童は、

「相互的な社会関係の質的障害」、「言語コミュニケーションの障害」及び「限

定した常同的で反復的な関心と行動」の程度はいずれも「中度」とされており、

具体的な症状として「こだわりが強く、弟や妹に一方的にちょっかいを出す。

言葉のやり取りの相互性は乏しい。予定変更に弱く、思いどおりにいかない

と暴言が出る。」とされている。 

   本件診断書の「⑪問題行動及び習癖」の欄の記載によると、「１興奮」及

び「10器物破壊」が該当するとされており、具体的な症状として、「意にそぐ

わないことがあると学校でも家庭でも興奮して大声を出すことがある。物を投

げたりすることも稀にみられる。」とされている。 

   一方で、本件診断書の「⑬日常生活能力の程度」の欄の記載によると、「食

事」、「洗面」、「排泄」、「衣類」及び「入浴」については「自立」とされて



 

 

おり、また、「危険物」については「大体わかる」、「睡眠」については「問

題なし」とされており、「介助の必要性とその程度について、具体的に」の記

載によると、「ＡＤＬはほぼ自立しているが、入浴に関しては洗髪のみ介助が

必要なことがある（きれいに洗えていない）」とされている。 

    このことからすると、本件児童の日常生活能力の程度は、一部介助を要する

場面も見られるものの、おおむね自立していると認められる。 

   また、本件診断書の「⑭要注意度」の欄の記載によると、「３ 随時一応の

注意が必要」とされており、具体的な状態として「日常生活は自分でできるこ

とも多いが、きょうだいとの関係や予定変更に対する反応など家族が配慮すべ

き場面は多々ある。」とされている。 

   以上のことからすると、本件児童には、社会性やコミュニケーション能力が

乏しく、また、不適応な行動が見られることが認められる（このことは、処分

庁も認めている。）ものの、本件児童の〇〇の程度が「日常生活が著しい制限

を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」である

とまでは認められないとした処分庁の判断は相当として是認できる。 

    なお、上記のとおり、「特別児童扶養手当認定診断書（知的障害・精神の障

害用）」の「現症」の項には各種症状が列記され、対象児童の状況に応じて医

師がこれら各種症状のなかから該当するものを選択する様式になっているが、

対象児童のどのような状況が各種症状のどれに該当するのかといった基準が明

らかでなく、また、「⑮医学的総合判定」の項には障害の程度として「重度」、

「中度」、「軽度」が記載され、医師が上記「現症」を基に障害の程度を選択

する様式になっているが、これら「重度」、「中度」、「軽度」が選択される

際の医師の判断過程も明らかではないものの、このことをもって、直ちに、本

件処分が取り消されるべき違法又は不当なものであるとはいえない。 

   イ 認定基準第７節２Ｄに基づく本件児童の〇〇の程度に係る判定については、次

のとおりである。 

  本件診断書の「⑦知能障害等」の欄の記載によると、本件児童の〇〇の程度

は、「軽度」とされている。また、本件児童は、療育手帳Ｂを所持しているが、

Ａ市療育手帳判定要領第３によると、Ａ市において療育手帳Ｂを所持している

場合の〇〇の程度は、「軽度」とされている。 

  本件診断書の「⑧発達障害関連症状」の欄の記載によると、本件児童の言語

コミュニケーションの障害は「中度」とされており、また、「言葉のやり取り

の相互性は乏しい。」との記載があることからすると、本件児童は、「会話によ

る意思の疎通が簡単なものに限られる」には該当することが認められる。 

  本件診断書の「⑬日常生活能力の程度」の欄の記載によると、前記ア のと

おり、本件児童の日常生活能力の程度は、一部介助を要する場面も見られるも



 

 

のの、おおむね自立していると認められる。 

  また、本件診断書に記載された本件児童のＩＱは、「〇」（平成28年４月１

日判定）とされているが、処分庁がＡ市児童相談所から提供を受けたＩＱ判定

結果（令和３年１月19日にＡ市児童相談所が実施したテストに基づくもの）によ

ると、本件児童の最新のＩＱは、「〇」とされており、これは、認定基準第７

節２Ｄ⑵のなお書きによる障害等級１級及び２級の例示には該当しない。 

  以上のことからすると、本件児童は、会話による意思の疎通が簡単なものに

限られることが認められるものの、本件児童の〇〇の程度が「日常生活が著し

い制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」

であるとまでは認められないとした処分庁の判断は相当として是認できる。 

ウ 審査請求人は、本件児童は思い込みが激しく、不安や恐怖に対する過剰反応が

あり、また、日常生活において援助を要する場面が多々あると主張している。 

  この点については、前記ア 及び 並びにイ のとおり、審査請求人が主張す

るような問題行動等があることは認められるものの、日常生活における援助の程

度については、前記ア 及びイ のとおりであり、本件児童が「日常生活が著し

い制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」で

あるとまでは認められないことは、前記ア 及びイ のとおりである。 

エ したがって、本件児童は、認定基準第７節１の「日常生活が著しい制限を受け

るか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」（障害等

級２級相当）であるとまでは認められないとの処分庁の判断は、妥当であったと

認められる。 

  ⑶ なお、審査請求人は、本件児童の収入を保障するために、特別児童扶養手当の支

給が必要である旨の主張を述べているが、この主張は、本件児童の障害の程度の判

定に影響を及ぼすものではない。 

  ⑷ 以上を総合すると、本件児童の障害の程度が、政令別表第３に定める障害等級に

該当しないとして行われた本件処分に違法又は不当な点はなく、本件処分は、適正

に行われたものと認められる。 

 ３ 結論 

以上のとおりであるから、本件処分には取り消すべき違法又は不当な点は認められ

ず、審理員の審理手続も適正なものと認められるから、本件審査請求を棄却すべきと

した審査庁の判断は妥当である。よって第１のとおり答申する。 

第６ 付言 

   本件処分に当たっては、前記第５の２⑵のとおり、処分庁は、本件診断書の記載内

容及びＩＱ判定結果に基づき、認定基準第７節２Ｄ及びＥにより障害の程度を判断し

たことが認められる。 

この場合、本件処分に当たって用いられる特別児童扶養手当認定診断書（知的障



 

 

害・精神の障害用）の項目に記載されているもの及び軽度・中度・重度の適用区分に

ついては、特段の判断基準が定められていないため、診断書を作成する医師の裁量い

かんによって、その該非及び適用区分が大きく分かれることが懸念される。 

行政手続における公正の確保と透明性の向上といった観点から、本件制度の運用に

関し、より分かりやすい基準作成の検討が望まれる。 

 

広島県行政不服審査会第２部会 

                 委 員（部会長） 田  中  聡  子 

                 委 員      折  橋  洋  介  

                 委 員      谷  脇  裕  子  

 

※ 行政不服審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するものとさ

れているが（行審法第81条第３項で準用する同法第79条）、本件答申書には、審査請求

人の個人情報等、一般に公表することが適当でない部分が含まれるため、答申書そのも

のではなく、「答申の内容」を公表するものとする。 

 


	◎07公告0080_総務課_②広島県行政不服審査会が行った答申の内容の公表（04諮問第８号）案件
	◎（別②）07公告0080_総務課_②広島県行政不服審査会が行った答申の内容の公表（令和４年度諮問第８号）【公表用】

